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講
習
会
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主
催
者 告

口
県
告
示
第
三
百
六
十
二
号

容
師
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第

習
会
を
管
理
理
容
師
資
格
認
定
講

平
成
二
十
四
年
九
月
十
八
日

告定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証

定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更

地
改
良
区
役
員
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届
出
（
農
村
整
備

管
告
示

接
請
求
に
必
要
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有
権
者
の
数
…
…
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誤
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平
成
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十
四
年
七
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目
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理
容
師
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認
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定
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美
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会
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指
定

安
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予
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森
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（
山
口
市
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森
林

定
施
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要
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変
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予
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保
安
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週
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・
金
曜
日
発
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山
口
県
知
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二
百
三
十
四
号
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第
十
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条
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習
会
と
し
て
指
定
し
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平 成 年
月 日

（火曜日）

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在

四

講
習
会
の
受
講
料

一
万
八
千
円

山
口
県
告
示
第
三
百
六
十
四

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法

か
ら
保
安
林
を
次
の
よ
う
に
指

平
成
二
十
四
年
九
月
十
八

一

講
習
会
の
主
催
者

名

称

財
団
法
人
理

所
在
地

東
京
都
江
東

二

講
習
会
の
開
催
期
間

平
成
二
十
五
年
二
月
十
八

三

講
習
会
の
開
催
場
所

山
口
市
吉
敷
下
東
三
丁
目

一
万
八
千
円

山
口
県
告
示
第
三
百
六
十
三

美
容
師
法
（
昭
和
三
十
二
年

講
習
会
を
管
理
美
容
師
資
格
認

平
成
二
十
四
年
九
月
十
八

名

称

財
団
法
人
理

所
在
地

東
京
都
江
東

二

講
習
会
の
開
催
期
間

平
成
二
十
五
年
二
月
十
八

三

講
習
会
の
開
催
場
所

山
口
市
吉
敷
下
東
三
丁
目

四

講
習
会
の
受
講
料

山
口

場
所 号

律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九

定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が

日 容
師
美
容
師
試
験
研
修
セ
ン
タ
ー

区
有
明
三
丁
目
七
番
二
六
号

日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
年
三
月
四

一
番
一
号

山
口
県
総
合
保
健
会

号
法
律
第
百
六
十
三
号
）
第
十
二
条

定
講
習
会
と
し
て
指
定
し
た
。

日

山
口

容
師
美
容
師
試
験
研
修
セ
ン
タ
ー

区
有
明
三
丁
目
七
番
二
六
号

日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
年
三
月
四

一
番
一
号

山
口
県
総
合
保
健
会

一

県
知
事

山

本

繁
太
郎

条
の
規
定
に
よ
り
、
農
林
水
産
大

あ
っ
た
。

日
（
月
曜
日
）
ま
で

館 の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

県
知
事

山

本

繁
太
郎

日
（
月
曜
日
）
ま
で

館

臣 の

告

示



平成 年 月 日 火曜日

三

山 口

市
経

一
桃

二

（定期）県 報

三

第 号

二一四字二
二

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、

土
砂
の
流
出
の
防
備

指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ

伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、

済
産
業
部
林
業
振
興
課
に
備
え
置

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

山
口
市
徳
地
三
谷
字
松
尾
一
〇
七

木
向
一
〇
九
六
、
一
〇
九
七
の
一

指
定
の
目
的

指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ

伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植

次
の
と
お
り
と
す
る
。

山
口
市
徳
地
三
谷
字
台
道
向
一
〇

、
一
〇
一
六
、
字
夜
討
ケ
原
日
平

〇
六
二
ま
で
、
一
〇
六
四
、
一

、
一
〇
七
五
、
字
夜
打
ケ
原
日
平

梶
畑
下
二
四
八
七
の
一
か
ら
二
四

指
定
の
目
的

水
源
の
涵
養

そ
の
関
係
書
類
を
山
口
県
農
林

め
な
い
。

と
が
で
き
る
立
木
は
、
山
口
市

と
お
り
と
す
る
。

栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

そ
の
関
係
書
類
を
山
口
県
農
林

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

七
、
一
〇
七
八
の
一
、
字
石
ケ

、
一
〇
九
七
の
二
、
字
桃
木
陰

め
な
い
。

と
が
で
き
る
立
木
は
、
山
口
市

と
お
り
と
す
る
。

栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

一
一
の
一
、
一
〇
一
二
の
四
、

一
〇
五
三
の
一
、
字
的
場
一
〇

〇
六
六
、
一
〇
六
八
、
一
〇
六
九

一
一
三
四
の
三
、
字
下
一
一
八

八
七
の
四
ま
で
、
二
四
八
八
、

水
産
部
森
林
整
備
課
及
び
山
口

森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準

水
産
部
森
林
整
備
課
及
び
山
口

薮
一
〇
九
一
、
一
〇
九
三
、
字

二
三
四
一
、
二
三
四
二

森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準

一
〇
一
五
の
一
、
一
〇
一
五
の

五
八
、
字
大
迫
一
〇
六
〇
か
ら

、
一
〇
七
一
、
字
迫
一
〇
七

七
、
字
夜
討
ケ
原
一
三
九
四
、

二
七
六
七
の
一
、
二
七
六
七
の

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を

町
村
森
林
整
備
計
画
で

３

間
伐
に
係
る
森
林
は

立
木
の
伐
採
の
限
度
並

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省

市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に

二
〇
三
〇
、
二
〇
三
五
、
二

七
、
二
八
八
八

周
南
市
大
字
須
々
万
奥
字

八
三
〇
の
一
、
二
八
三
〇
の

七
四
四
か
ら
三
七
五
〇
ま
で

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ

水
源
の
涵
養

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

平
成
二
十
四
年
九
月
十
八

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
予

岩
国
市
本
郷
町
本
郷
字
千

五
、
字
前
大
迫
六
〇
六
、
六

三
の
三
ま
で
、
六
四
五
、
六

三
二
四
、
二
三
二
五
、
字
方

七
〇
、
美
川
町
南
桑
字
深
切

市
経
済
産
業
部
林
業
振
興
課
に

山
口
県
告
示
第
三
百
六
十
五

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法

二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
農

予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ
っ

は
、
定
め
な
い
。

す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当

定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の

、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹

略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
山
口
県

供
す
る
。
）

〇
三
六
、
二
〇
三
八
の
二
、
美
和

下
助
一
九
四
一
の
一
、
一
九
四
一

二
七
、
字
下
助
下
三
七
四
一
の
一

た
目
的

日

山
口

定
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

代
佐
六
〇
五
の
一
、
六
〇
五
の
二

一
〇
、
六
一
一
、
字
利
元
六
四
〇

四
七
、
六
四
八
の
二
、
二
三
二
〇

典
川
二
三
二
七
、
字
中
尾
二
三
六

二
〇
一
一
、
二
〇
一
三
、
二
〇
一

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

号
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三

林
水
産
大
臣
か
ら
保
安
林
の
指
定

た
。

該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
に
係
る

と
す
る
。

種農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
及
び
関

町
下
畑
字
深
切
二
五
二
六
、
二
五

の
四
、
一
九
四
一
の
五
、
字
平
瀬

、
三
七
四
二
、
三
七
四
三
の
一
、

県
知
事

山

本

繁
太
郎

、
二
三
二
一
、
二
三
二
二
、
二
三

、
六
四
二
、
六
四
三
の
一
か
ら
六

、
字
大
隅
二
三
一
九
、
字
穂
田
川

八
、
二
三
六
九
、
字
古
屋
ケ
迫
二

四
の
二
、
二
〇
二
七
、
二
〇
二
九

条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

施
業
要
件
を
次
の
よ
う
に
変
更
す

二

市係 二二三 八四二三、 第る



平成 年 月 日 火曜日

産
部

山 口 県

三

（定期）報

の示浴五字る
二

第 号

一
二五〇の

町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る

４

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り

森
林
整
備
課
及
び
関
係
市
役
所
に

土
砂
の
流
出
の
防
備

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主

岩
国
市
叶
木
字
塔
ケ
森
一
三

六
一
の
二

２

そ
の
他
の
森
林
に
つ
て
は
、

３

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ

周
南
市
大
字
大
潮
字
屋
敷
六
〇
一

図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
大

す
部
分
に
限
る
。
）
、
一
一
六
五

一
一
六
八
、
三
五
一
〇
、
三
五
一

四
四
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

木
屋
ケ
浴
一
一
七
二
・
一
一

。
）
、
字
小
や
け
一
一
七
八

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

指
定
施
業
要
件
の
変
更
予
定
に
係

山
口
市
仁
保
下
郷
字
崩
三
七
〇
の

二
、
三
七
〇
の
九
一
、
三
七
〇
の

の
八
四
、
三
七
五
の
九
一
、
三
七

〇岩
国
市
叶
木
字
塔
ケ
森
一
三
五
、

二

標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す

と
お
り
と
す
る
。

栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

五
、
一
三
七
、
一
三
八
の
一
、

主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な

と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立

の
一
・
六
〇
一
の
二
・
六
〇
一

字
須
万
字
小
ヤ
ケ
一
一
六
二
、

、
字
木
屋
浴
一
一
六
六
、
字
小

四
か
ら
三
五
一
七
ま
で
、
三
五

る
。
）
、
三
五
四
五
、
三
五
四

七
四
の
一
（
以
上
二
筆
に
つ
い

る
保
安
林
の
所
在
場
所

一
二
か
ら
三
七
〇
の
一
四
ま
で

九
二
、
字
渡
樋
河
内
三
七
五
の

五
の
九
三
、
三
七
五
の
九
四
、

一
三
七
、
一
三
八
の
一
、
一
五

る
。

び
関
係
書
類
を
山
口
県
農
林
水

） 一
五
〇
か
ら
一
五
二
ま
で
、
一

い
。

木
の
所
在
す
る
市
町
に
係
る
市

の
四
（
以
上
三
筆
に
つ
い
て
次

字
生

一
一
六
四
（
次
の
図
に

や
ノ
浴
一
一
六
七
、
字
木
屋
ノ

三
〇
か
ら
三
五
四
三
ま
で
、
三

七
、
三
五
六
三
、
三
五
六
四
、

て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

、
三
七
〇
の
一
九
、
三
七
〇
の

一
一
、
三
七
五
の
一
二
、
三
七

三
七
五
の
九
七
、
三
七
五
の
一

〇
か
ら
一
五
二
ま
で
、
一
六
一

病
気
や
交
通
事
故
な
ど
に

高
次
脳
機
能
障
害
を
中
心
と

し
、
専
門
的
な
評
価
や
リ
ハ

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
四
年
八
月
九
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利

名

称

代

表

者

の

氏

名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

三

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

名

称

代

表

者

の

氏

名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

三

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

県
民
及
び
一
般
市
民
の
方

て
地
域
社
会
へ
の
貢
献
に
関

境
づ
く
り
に
寄
与
す
る
こ
と

同
項
第
一
号
、
第
二
号
イ
、

月
九
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
環

覧
に
供
し
ま
す
。

平
成
二
十
四
年
九
月
十
八

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
四
年
八
月
七
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利

公

（
四
四
一
）
特
定
非
営
利
活
動

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設

よ
り
脳
に
障
害
を
受
け
、
地
域
生

す
る
心
身
障
害
者
に
対
す
る
理
解

ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
ケ
ア
・
看
護

活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏

キ
セ
キ

本

武
司

光
市
中
央
五
丁
目
一
番
二
一

シ
ン
シ
ア
会

河
内

文
子

周
南
市
若
草
町
五
番
一
一
号

々
に
対
し
て
、
講
演
や
文
化
セ
ミ

す
る
事
業
を
行
い
、
健
全
で
安
全

。 第
五
号
、
第
七
号
及
び
第
八
号
に

境
生
活
部
県
民
生
活
課
及
び
山
口

日

山
口

活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏

告

法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請

平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条

立
の
認
証
の
申
請
が
あ
り
ま
し
た

三

活
や
社
会
生
活
が
困
難
と
な
っ
た

を
深
め
、
広
く
一
般
市
民
に
啓

技
術
の
向
上
、
就
労
支
援
や
就
職

名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

号 ナ
ー
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
通

な
社
会
の
実
現
と
住
み
よ
い
地
域

掲
げ
る
書
類
は
、
平
成
二
十
四
年

県
周
南
県
民
局
に
お
い
て
公
衆
の

県
知
事

山

本

繁
太
郎

名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

。

、発後 し環 十縦 お

公

告



平成 年 月 日 火曜日

（
四特

り
特同

月
二

の
縦

山 口

二三
す

（定期）県 報

同
月
九

に
供

一

第 号

の望と
（
四特

り
特

四
三
）
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の

定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十

定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認

項
第
一
号
、
第
二
号
イ
、
第
五
号

十
二
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
環
境

覧
に
供
し
ま
す
。

平
成
二
十
四
年
九
月
十
八
日

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法

名

称

ま

代

表

者

の

氏

名

林

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

長

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

深
川
地
区
に
居
住
す
る
住
民
に
対

る
事
業
を
行
い
、
豊
か
で
活
力
の

項
第
一
号
、
第
二
号
イ
、
第
五
号

日
ま
で
の
間
、
山
口
県
環
境
生
活

し
ま
す
。

平
成
二
十
四
年
九
月
十
八
日

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
四
年
八
月
九
日

ア
フ
タ
ー
フ
ォ
ロ
ー
及
び
地
域
福

を
持
ち
な
が
ら
安
心
し
て
暮
ら
せ

。四
二
）
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の

定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十

定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認

山
口
県
知

設
立
の
認
証
の
申
請

年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一

証
の
申
請
が
あ
り
ま
し
た
。

、
第
七
号
及
び
第
八
号
に
掲
げ

生
活
部
県
民
生
活
課
及
び
山
口

人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及

ち
づ
く
り

深
川

義
高

門
市
東
深
川
一
二
九
〇
番
地

し
て
、
地
域
福
祉
の
増
進
、
子

あ
る
魅
力
あ
ふ
れ
る
ま
ち
づ
く

、
第
七
号
及
び
第
八
号
に
掲
げ

部
県
民
生
活
課
及
び
山
口
県
萩

山
口
県
知

祉
の
充
実
を
図
り
、
当
事
者
と

る
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
し
、
社

設
立
の
認
証
の
申
請

年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一

証
の
申
請
が
あ
り
ま
し
た
。

事

山

本

繁
太
郎

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

る
書
類
は
、
平
成
二
十
四
年
十

県
周
南
県
民
局
に
お
い
て
公
衆

び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

育
て
支
援
、
地
域
振
興
等
に
関

り
に
寄
与
す
る
こ
と
。

る
書
類
は
、
平
成
二
十
四
年
十

県
民
局
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧

事

山

本

繁
太
郎

そ
の
家
族
が
地
域
の
中
で
、
希

会
福
祉
の
向
上
に
寄
与
す
る
こ

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し

名

称

代

表

者

の

氏

名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

（
四
四
五
）
特
定
非
営
利
活
動

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（

と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人

変
更
後
の
定
款
は
、
平
成
二

書
及
び
活
動
予
算
書
は
、
平
成

及
び
山
口
県
柳
井
県
民
局
に
お

平
成
二
十
四
年
九
月
十
八

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
四
年
八
月
十
五

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利

援
を
行
い
共
に
就
労
す
る
こ

通
し
て
町
の
活
性
化
を
図
る

（
四
四
四
）
特
定
非
営
利
活
動

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（

と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人

変
更
後
の
定
款
並
び
に
当
該

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
四
年
八
月
二
十

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利

名

称

代

表

者

の

氏

名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

三

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

地
域
で
暮
ら
す
障
が
い
の

ま
す
。 特

定
非
営
利
活
動
法
人

久
保
田
修
治

柳
井
市
大
字
伊
陸
四
六
五
五

法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申

平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十

の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が

十
四
年
十
月
二
十
二
日
ま
で
の
間

二
十
四
年
十
月
十
五
日
ま
で
の
間

い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

日

山
口

日活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏

と
で
心
身
の
安
定
を
図
り
、
ま
た

こ
と
。

法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申

平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十

の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が

定
款
の
変
更
の
日
の
属
す
る
事
業

日活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏

い
ぶ
き

道
越

武
博

周
南
市
新
清
光
台
四
丁
目
九

あ
る
方
が
活
き
活
き
と
暮
ら
し
て

国
際
舞
台
芸
術
祭

番
地
の
一

請五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

あ
り
ま
し
た
。

、
山
口
県
環
境
生
活
部
県
民
生
活

、
山
口
県
環
境
生
活
部
県
民
生
活

県
知
事

山

本

繁
太
郎

名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

中
山
間
地
域
で
暮
ら
す
方
と
交
流

請五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

あ
り
ま
し
た
。

年
度
及
び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計

名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

番
七
号

い
く
た
め
、
加
工
品
製
作
の
就
労

四

の課 課 をの画 支



平成

及
び

年 月 日 火曜日

（
四特

と
お変

山 口 県

課
及

一二

（定期）報

（
四特

と
お変

書
及

第 号

一二

山
口
県
周
南
県
民
局
に
お
い
て
公

代

表

者

の

氏

名

村

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

長

四
七
）
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の

定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款

更
後
の
定
款
は
、
平
成
二
十
四
年

び
山
口
県
萩
県
民
局
に
お
い
て
公

平
成
二
十
四
年
九
月
十
八
日

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
四
年
八
月
二
十
日

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法

名

称

特

代

表

者

の

氏

名

神

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

山

四
六
）
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の

定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款

更
後
の
定
款
並
び
に
当
該
定
款
の

び
活
動
予
算
書
は
、
平
成
二
十
四

平
成
二
十
四
年
九
月
十
八
日

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
四
年
八
月
二
十
日

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法

名

称

特
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

岡
富
士
夫

門
市
油
谷
津
黄
九
八
一
番
地
の

定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請

年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条

の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
り

十
月
二
十
二
日
ま
で
の
間
、
山

衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

山
口
県
知

人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及

定
非
営
利
活
動
法
人
ゆ
や
棚
田

農

富
子

口
市
秋
穂
二
島
三
二
七
番
地
の

定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請

年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条

の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
り

変
更
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度

年
十
月
二
十
二
日
ま
で
の
間
、

山
口
県
知

人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及

定
非
営
利
活
動
法
人
き
ら
ら
山

四第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

ま
し
た
。

口
県
環
境
生
活
部
県
民
生
活
課

事

山

本

繁
太
郎

び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

景
観
保
存
会

四
四

第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

ま
し
た
。

及
び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画

山
口
県
環
境
生
活
部
県
民
生
活

事

山

本

繁
太
郎

び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

口
福
祉
の
会

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
四
年
八
月
二
十

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利

名

称

代

表

者

の

氏

名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

平
成
二
十
四
年
九
月
十
八

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
四
年
八
月
二
十

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利

名

称

代

表

者

の

氏

名

代

表

者

の

氏

名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

（
四
四
八
）
特
定
非
営
利
活
動

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（

と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人

変
更
後
の
定
款
は
、
平
成
二

及
び
山
口
県
岩
国
県
民
局
に
お

平
成
二
十
四
年
九
月
十
八

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
四
年
八
月
二
十

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利

名

称

岩
国
市
旭
町
三
丁
目
四
番
一

二
日

活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏

特
定
非
営
利
活
動
法
人
テ
ン

西
本
勢
津
子

岩
国
市
平
田
六
丁
目
二
三
番

日

山
口

二
日

活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏

特
定
非
営
利
活
動
法
人
あ
さ

中
田

伴
照

上
坂

道

周
南
市
新
田
一
丁
目
一
五
番

法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申

平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十

の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が

十
四
年
十
月
二
十
二
日
ま
で
の
間

い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

日

山
口

日活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏

特
定
非
営
利
活
動
法
人
周
南

五

五
号

名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

ダ
ー
ハ
ー
ト

二
一
号

県
知
事

山

本

繁
太
郎

名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

ひ
苑

三
号

請五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

あ
り
ま
し
た
。

、
山
口
県
環
境
生
活
部
県
民
生
活

県
知
事

山

本

繁
太
郎

名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

障
害
者
・
高
齢
者
支
援
セ
ン
タ
ー

の課



平成 年 月 日 火曜日

下区

山 口

（
四土

改
良

一

（定期）県 報

一二

第 号

（
四特

と
お変

書
及

課
及

土
地
改
良
区
の
名
称

理
事

監
事
の

関
市
豊
浦
町
土
地
改
良

理

五
〇
）
土
地
改
良
区
の
役
員
の
氏

地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
の
氏
名

平
成
二
十
四
年
九
月
十
八
日

就
任
し
た
役
員

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
四
年
八
月
二
十
二
日

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法

名

称

特

代

表

者

の

氏

名

兼

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岩

四
九
）
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の

定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款

更
後
の
定
款
並
び
に
当
該
定
款
の

び
活
動
予
算
書
は
、
平
成
二
十
四

び
山
口
県
岩
国
県
民
局
に
お
い
て

平
成
二
十
四
年
九
月
十
八
日

森
中

競

池
田

六
郎

別

氏

名

住

事

庄
原

幹
男

下
関
市
豊

森
村

和
明

新
田

幸
久

門
杉

孝
敏

増
田

忠
男

上
部

捷
宣

名
及
び
住
所
の
届
出

第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第

及
び
住
所
の
届
出
が
あ
り
ま
し

山
口
県
知

山
口
県
知

人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及

定
非
営
利
活
動
法
人
ふ
れ
あ
い

田

康
史

国
市
周
東
町
下
久
原
一
五
六
八

定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請

年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条

の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
り

変
更
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度

年
十
月
二
十
二
日
ま
で
の
間
、

公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

大
字
川
棚
六
六
六
〇

四
七
五
七 所

浦
町
大
字
室
津
上
一
八
七
の
一

大
字
室
津
下
八
五
一

大
字
涌
田
後
地
七
〇
五

大
字
吉
永
一
八
七

大
字
黒
井
五
〇
四

大
字
厚
母
郷
五
七
二

十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
地

た
。

事

山

本

繁
太
郎

事

山

本

繁
太
郎

び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
蓮
華

番
地

第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

ま
し
た
。

及
び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画

山
口
県
環
境
生
活
部
県
民
生
活

二

退
任
し
た
役
員

土
地
改
良
区
の
名
称

下
関
市
豊
浦
町
土
地
改
良

区

石
田

政
晴

監

事

田

治
彦

倉
光

志
明

井
村

義
昭

佐
々
岡
孝
玄

上
部

捷
宣

山

治
憲

門
杉

孝
敏

田
上

正
義

増
田

忠
男

林

正
男

溝
野

晋
作

金
子

完
治

藤
本

正
三

理
事
監
事
の
別

氏

名

住

理

事

磯
部

次
郎

下
関

戸
島

通
裕

古
川

宏
展

金
子

完
治

戸
島

通
裕

藤
本

久
雄

繁
岡

明
平

木

節
生

監

事

福
永

晋

梶
山

信
幸

矢
田
部
和
男

大
字
宇
賀
六
二
三
三

大
字
川
棚
五
二
六
四
の

三
五
一
五

大
字
宇
賀
四
〇
六
八
の

大
字
黒
井
一
一
七

大
字
厚
母
郷
五
七
二

大
字
涌
田
後
地
六
一
六

大
字
吉
永
一
八
七

大
字
室
津
上
四
九

大
字
黒
井
五
〇
四

大
字
川
棚
二
三
六
二
の

五
四
六
九

二
四
七
〇

大
字
宇
賀
六
一
五
九所

市
豊
浦
町
大
字
小
串
九
五
六
の
二

大
字
川
棚
四
三
九
七

大
字
室
津
下
九
四
四

二
四
七
〇

四
三
九
七

大
字
小
串
四
八
七
の
二

大
字
宇
賀
七
七
五
五

四
〇
四
八

大
字
室
津
下
四
八
三

大
字
黒
井
一
三
五
〇
の

大
字
川
棚
四
四
二
八

六

三三 一 一



平成

副
知

挙
管

員
及

年 月 日 火曜日

県
議
の
請

知
事

山 口 県

直
県
条
廃
の

県
の
す
る

県
議

（定期）報

八
十

運
営

有
す

る
数

数
）

第 号

山
地

に
規

条
第
一
項

事
並
び
に
県
の
選

理
委
員
、
監
査
委

び
公
安
委
員
会
の
地
方
自
治
法
第
八

条
第
一
項

会
の
議
員
の
解
職

求

地
方
自
治
法
第
八

第
一
項

の
解
職
の
請
求

地
方
自
治
法
第
八

接
請
求
の
種
類

根

拠

規

例
の
制
定
又
は
改

請
求

地
方
自
治
法
第
七

条
第
一
項

事
務
の
執
行
に
関

監
査
の
請
求

地
方
自
治
法
第
七

条
第
一
項

会
の
解
散
の
請
求
地
方
自
治
法
第
七

条
第
一
項

条
第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項

に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年

る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数

に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数

は
、
次
の
表
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
二
十
四
年
九
月
十
八
日

選
挙
管
理

口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示

方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律

定
す
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総十

六
十
条

下
関
市
選
挙
区

宇
部
市
選
挙
区

山
口
市
選
挙
区

萩
市
阿
武
郡
選
挙
区

防
府
市
選
挙
区

下
松
市
選
挙
区

岩
国
市
玖
珂
郡
選
挙
区

光
市
選
挙
区

長
門
市
選
挙
区

柳
井
市
選
挙
区

美
祢
市
選
挙
区

周
南
市
選
挙
区

山
陽
小
野
田
市
選
挙
区

十
一

定

必

要

な

有

十
四

十
五

十
六

大
島
郡
選
挙
区

熊
毛
郡
選
挙
区

及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
並
び

法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
八
条

（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
る

と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員

委
員
会

第
九
十
一
号

第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条
第

数
の
五
十
分
の
一
の
数
並
び
に

二
六
六
、
二
四
八

七
七
、
二
六
六

四
七
、
一
三
四

五
二
、
六
〇
〇

一
六
、
三
三
五

三
二
、
二
八
一

一
五
、
二
〇
六

四
一
、
三
一
六

一
四
、
六
九
三

一
〇
、
八
六
四

九
、
七
五
二

七
、
八
四
〇

四
一
、
二
五
一

一
七
、
八
二
八

権

者

の

数二
三
、
九
五
〇

二
六
六
、
二
四
八

五
、
六
二
三

九
、
一
七
六

に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び

第
一
項
に
規
定
す
る
選
挙
権
を

場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
超
え

得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た

長

上

符

正

顕

一
項
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項

同
法
第
七
十
六
条
第
一
項
、
第

一
五

平
成

十
一

正

誤

平
成
二
十
四
年
七
月
三
十
一

（
岩
国
市
）
）

ペ
ー
ジ

段

行

二

上

一
四

平
成
十
号

委
員
の
解
職
の
請
求

県
の
教
育
委
員
会
の
委

員
の
解
職
の
請
求

地
方
教
育
行

及
び
運
営
に

律
第
八
条
第

雑

九
年
農
林
水
産
省
告
示
第
三
百
二

号
（
二
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

日
山
口
県
告
示
第
三
百
二
号
（
指

誤

九
年
農
林
水
産
省
告
示
第
三
百
二

政
の
組
織

関
す
る
法

一
項

報

七

平
成
九
年
農
林
水
産
省
告
示
第
三
百
二

十
一
号

定
施
業
要
件
の
変
更
予
定
保
安

正

平
成
九
年
農
林
水
産
省
告
示
第
三
百
二

十
号
（
二
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

林

選
挙
管
理
委
員
会

雑

報



平
成
二

平
成
二
十
四
年
九
月
十
八
日
印
刷

十
四
年
九
月
十
八
日
発
行

発
行
所

山

口

県

発
行
人

山
口
県
知
庁事


